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問 問合せ 所 ところ 対 対象 内 内容 定 定員時 とき
料 料金 申 申込み 〆 締切 他 その他

人権相談・行政困りごと
なんでも相談

問 総務課行政係　☎801-5781
　合同相談所を開設しています。事前
予約は必要ありませんので、お気軽に
お越しください。相談は無料で、秘密
は堅く守られます。

　法務大臣から委嘱された人権擁護委
員が、いじめ、隣近所とのトラブルなど、人
権に関する様々な相談を受け付けます。
【常設人権相談所（長崎地方法務局）】

時
所所

所所
時

●　　  ４月16日㊋　13時～16時
　　  ふれあいセンター
●　  ５月21日㊋　13時～16時
　　  上長与公民館

時

所

月曜日～金曜日
８時30分～17時15分(祝日を除く)
長崎地方法務局☎0570-003-110

【人権相談特設相談・
行政困りごとなんでも相談】

人権相談

行政困りごとなんでも相談

　総務大臣から委嘱された行政相談委
員が、国の仕事など、行政に関する苦
情や要望を受け付け、解決や改善を図
ります。
長崎行政監視行政相談センター

☎849-1101

求　人

長与町公共施設等管理公社
嘱託職員（学校用務員）募集

町公共施設等管理公社事務局
（役場公用車車庫２階）
☎883-1106

問申

面接試験 5月9日㊍

定 １人

職　　種 学校用務員（嘱託）
・教育委員会と学校の連絡調整
・学校行事などの補助
・学校の環境整備　など
勤務時間 ８時～ 16 時（休憩 45 分）
初 任 給 151,400円(令和６年度)
休　　日 土曜日、日曜日、祝日、
　　　　 他管理公社規定による
賞　　与 年 3.0 月
雇用期間 1 年ごとに更新
そ の 他 労災、社会保険あり
採用予定日 令和６年６月１日

申

〆

JIS規格履歴書に写真を添付し事務
局へ持参

対 応募資格
・町内在住の18歳以上の方
  （学生を除く）
・普通自動車免許所持の方
・令和6年6月1日から勤務可能な方

 受付期間 ４月1５日㊊～2６日㊎
土、日、祝日を除く９時から17時

内

時

自衛官募集

自衛隊琴海地域事務所
☎884-2809

問申

　「将来、自衛隊への進路を考えている
方へご案内」
　事前に、イベントや見学等参加してみ
ませんか？また、募集の制度などをご説
明いたします。将来の就職・進学に向け、
早めのご相談お待ちしています。

Ｘ
（旧Twitter）

自衛隊募集
HP

水道検針員登録者募集

上下水道課料金総務係☎801-5831

毎月（９日～14日）の水道検針業務

他 詳しくは町ホームページおよび水道
局ホームページをご覧ください。

上下水道課窓口にて申込書に記入

対 応募資格
・満20歳～60歳の心身共に健康で
体力に自信のある方
・水道料金、下水道使用料に滞納が
ないこと
・町内在住者で年間を通して業務に
従事できること
・原動機付自転車以上の免許取得者
・複数年働いていただける方

問

内
申

後期高齢者医療についてのお知らせ健康・福祉・介護

問 健康保険課保険係　☎801-5821
●保険料（年額）が引き上げられます
　保険料は、２年ごとに見直すことになっています。　　　
令和６・７年度の保険料は、次の表のとおりです。

●賦課限度額（年額）が引き上げられます
　「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」の改正
に伴い、令和６年度から保険料の賦課限度額が次の
とおり引き上げられます。

賦課限度額 66万円 → 80万円※２
所得割率

均等割額

9.03％ → 10.31％※１

49,400円 → 52,400円
注１  緩和措置の条件に該当する場合…令和６年度は9.52％

注２  緩和措置の条件に該当する場合…令和６年度は73万円 

●保険料の計算方法について
　年間の保険料額は、次の方法で計算して個人ごとに決定します。
　令和６年度の年間保険料は、令和５年中の所得状況などに基づき、７月に決定・通知予定です。

年間保険料
（限度額80万円）

均等割額
52,400円※３

所得割額
（前年中の総所得金額等－基礎控除額43万円）

×10.31％（所得割率）
＝ ＋

注３　所得に応じて軽減措置があります。

国民年金保険料学生納付特例のご案内年金
だより 長崎北年金事務所　☎861-1354   長崎南年金事務所　☎825-8701

健康保険課年金係　☎801-5821
問

対 学生納付特例の対象校である大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、
専修学校及び各種学校（修業年限１年以上である課程）に在学する学生
●申請して約２ヵ月後に、承認（却下）通知のハガキが送付されます。
●毎年４月以降に、その年度分の申請が必要となります。
　なお、４月始め頃に日本年金機構から届いた学生納付特例申請書（ハガキ形式）を提出された
　方は、申請の必要はありません。
 マイナポータルから学生納付特例の電子申請ができます。
※電子申請にはマイナポータルの「利用者登録」が必要です。
詳しくは、日本年金機構ホームページ（ https://www.nenkin.go.jp/ ）でご確認ください。

　20歳以上の学生で、ご本人の前年所得が一定額※以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予され
る『学生納付特例制度』があります。
　※所得のめやす　128万円＋（扶養親族等の数×38万円）

●国民年金保険料･･･ 16,980円／月
●老齢基礎年金額（満額） 昭和31年4月2日以後生まれの方･･･68,000円／月
　　　　　　　　　　　 昭和31年4月1日以前生まれの方･･･67,808円／月

令和６年度の国民年金保険料・老齢基礎年金額

消費者
注意報

楽しく通ううちに高額な商品を購入？
催眠商法にご注意！！

　数日間や数か月以上の長期間にわたり、街中にある店舗の一角を会場として借りて、閉め切った部屋に人を集
め、日用雑貨品などを格安な値段で販売し、雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に次々と
高額な商品を契約・購入させる手法です。これは「催眠商法」または「SF商法*」と呼ばれています。このような販売
会では高齢者が対象となることで、必要のない商品を高額で買ってしまって支払いに困っているというトラブルが
発生しています。
＊SF商法→新製品普及会の頭文字に由来

どんな手口? 

トラブル防止のポイント
　無料の日用品などにつられて安易に会場に近づかないこと。通ううちに築かれた販売員との関係や会場の雰囲
気で勧誘を断りにくくなります。
　もし、知人や隣人に誘われても必要がなければきっぱり断りましょう。
　高額商品の購入は、家計や老後の資金を切り崩してまで必要かよく考えましょう。
　会場に出向く背景には、日常的なさみしさ、娯楽のなさ、健康不安、経済不安などがあると言われています。家族
や周囲の人は、本人に寄り添った話し合いを心がけてください。

☆困ったときは長与町役場相談窓口または長崎県消費生活センターへご相談ください。
　長崎県消費生活センター（☎824-0999）　長与町消費生活相談窓口（☎883-1111）
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時
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行政困りごとなんでも相談
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員が、国の仕事など、行政に関する苦
情や要望を受け付け、解決や改善を図
ります。
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嘱託職員（学校用務員）募集

町公共施設等管理公社事務局
（役場公用車車庫２階）
☎883-1106
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・教育委員会と学校の連絡調整
・学校行事などの補助
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後期高齢者医療についてのお知らせ健康・福祉・介護

問 健康保険課保険係　☎801-5821
●保険料（年額）が引き上げられます
　保険料は、２年ごとに見直すことになっています。　　　
令和６・７年度の保険料は、次の表のとおりです。
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とおり引き上げられます。
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所得割率

均等割額
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※電子申請にはマイナポータルの「利用者登録」が必要です。
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　20歳以上の学生で、ご本人の前年所得が一定額※以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予され
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　※所得のめやす　128万円＋（扶養親族等の数×38万円）

●国民年金保険料･･･ 16,980円／月
●老齢基礎年金額（満額） 昭和31年4月2日以後生まれの方･･･68,000円／月
　　　　　　　　　　　 昭和31年4月1日以前生まれの方･･･67,808円／月

令和６年度の国民年金保険料・老齢基礎年金額

消費者
注意報

楽しく通ううちに高額な商品を購入？
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トラブル防止のポイント
　無料の日用品などにつられて安易に会場に近づかないこと。通ううちに築かれた販売員との関係や会場の雰囲
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